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知事・副知事の１期（４年間）の給与および退職手当の類似団体との比較

【地域手当支給割合同一団体】

給料月額（円） 期末手当額（円） 年額（円） 退職手当額（円） 総額（円）
（年額×4年分＋退職手当）

8 茨 城 県 1,340,000 6,606,200 22,686,200 36,019,200 126,764,000

9 栃 木 県 1,290,000 6,359,700 21,839,700 37,152,000 124,510,800

11 埼 玉 県 1,420,000 7,000,600 24,040,600 40,896,000 137,058,400

12 千 葉 県 1,517,880 8,014,406 26,228,966 40,032,000 144,947,864

22 静 岡 県 1,301,000 6,413,930 22,025,930 40,591,200 128,694,920

24 三 重 県 1,280,000 6,310,400 21,670,400 34,406,400 121,088,000

28 兵 庫 県 1,465,960 7,120,116 24,711,636 40,521,600 139,368,144

29 奈 良 県 1,262,560 6,001,286 21,152,006 35,487,648 120,095,672

34 広 島 県 1,493,175 7,272,803 25,190,903 35,602,848 136,366,460

40 福 岡 県 1,422,900 6,850,682 23,925,482 33,631,200 129,333,128

1,379,348 6,795,012 23,347,182 37,434,010 130,822,739

25 滋 賀 県 1,250,000 6,162,500 21,162,500 35,400,000 120,050,000

給料月額（円） 期末手当額（円） 年額（円） 退職手当額（円） 総額（円）
（年額×4年分＋退職手当）

8 茨 城 県 1,080,000 5,324,400 18,284,400 21,772,800 94,910,400

9 栃 木 県 1,010,000 4,979,300 17,099,300 21,816,000 90,213,200

11 埼 玉 県 1,134,000 5,590,620 19,198,620 25,038,720 101,833,200

12 千 葉 県 1,212,120 6,399,992 20,945,432 23,976,000 107,757,728

22 静 岡 県 1,063,000 5,240,590 17,996,590 20,409,600 92,395,960

24 三 重 県 1,010,000 4,979,300 17,099,300 17,937,600 86,334,800

28 兵 庫 県 1,148,700 5,579,196 19,363,596 23,688,000 101,142,384

29 奈 良 県 984,880 4,823,260 16,641,820 19,773,360 86,340,640

34 広 島 県 1,172,825 5,712,475 19,786,375 20,161,680 99,307,180

40 福 岡 県 1,138,320 5,480,546 19,140,386 20,424,960 96,986,504

1,095,385 5,410,968 18,555,582 21,499,872 95,722,200

25 滋 賀 県 980,000 4,831,400 16,591,400 19,286,400 85,652,000

２　副知事

平均

１　知事

平均



知事・副知事の給料・退職手当および県議会議員の報酬の検討資料

　(1)　第１回審議会で出された方向性
　

　

　(2)　知事・副知事の給料月額および議員の議員報酬
　　案①　前回改定（平成27年度）以降の一般職の累積給与改定率（＋５．３７％）を適用（万円未満四捨五入）

現行額 改定後 改定額 改定率
年収（月額×12＋期末手当）

（現年収との比較） 備考

知事 １，２５０，０００円 １，３２０，０００円 ７０，０００円 ５．６％
　　２２，３４７，６００円
　（＋１，１８５，１００円）

副知事 ９８０，０００円 １，０３０，０００円 ５０，０００円 ５．１％
　　１７，４３７，９００円
　（＋　　８４６，５００円）

知事の改定率に準じて改定

議長 ９８０，０００円 １，０３０，０００円 ５０，０００円 ５．１％
　　１７，４３７，９００円
　（＋　　８４６，５００円）

副知事と同額

副議長 ８５０，０００円 ９００，０００円 ５０，０００円 ５．９％
　　１５，２３７，０００円
　（＋　　８４６，５００円）

知事の改定率に準じて改定

議員 ８００，０００円 ８４０，０００円 ４０，０００円 ５．０％
　　１４，２２１，２００円
　（＋　　６７７，２００円）

知事の改定率に準じて改定

　　案②　前回審議会（令和元年度）以降の一般職の累積給与改定率（＋４．２３％）を適用（万円未満四捨五入）

現行額 改定後 改定額 改定率
年収（月額×12＋期末手当）

（現年収との比較） 備考

知事 １，２５０，０００円 １，３００，０００円 ５０，０００円 ４．０％
　　２２，００９，０００円
　（＋　　８４６，５００円）

副知事 ９８０，０００円 １，０２０，０００円 ４０，０００円 ４．１％
　　１７，２６８，６００円
　（＋　　６７７，２００円）

知事の改定率に準じて改定

議長 ９８０，０００円 １，０２０，０００円 ４０，０００円 ４．１％
　　１７，２６８，６００円
　（＋　　６７７，２００円）

副知事と同額

副議長 ８５０，０００円 ８８０，０００円 ３０，０００円 ３．５％
　　１４，８９８，４００円
　（＋　　５０７，９００円）

知事の改定率に準じて改定

議員 ８００，０００円 ８３０，０００円 ３０，０００円 ３．８％
　　１４，０５１，９００円
　（＋　　５０７，９００円）

知事の改定率に準じて改定

①　知事・副知事
　ア　給料
　　・　引き上げる。
　イ　退職手当
　　・　退職手当のみの比較だけでなく、１任期４年間の支給総額についても比較したうえで検討する。
②　議員報酬
　　・　知事・副知事の給料の改定方針を踏まえ、引き上げる。



　(3)　知事・副知事の退職手当

　　案①　退職手当支給割合についても本県一般職の改定（調整率87％→83.7％（平成29年度実施））を適用

改定後給料月額 改定後退職手当額 退職手当改定額 支給割合
１期４年間の支給総額

（給料＋期末手当＋退職手当）
（現支給総額との比較）

備考

１，３２０，０００円 ３５，９８８，４８０円 ５８８，４８０円
　１２５，３７８，８８０円
（＋　５，３２８，８８０円）

１，３００，０００円 ３５，４４３，２００円 ４３，２００円
　１２３，４７９，２００円
（＋　３，４２９，２００円）

１，０３０，０００円 １９，４７９，３６０円 １９２，９６０円
　　８９，２３０，９６０円
　（＋３，５７８，９６０円）

１，０２０，０００円 １９，２９０，２４０円 ３，８４０円
　　８８，３６４，６４０円
　（＋２，７１２，６４０円）

　　案②　現行の支給割合を据置き

改定後給料月額 改定後退職手当額 退職手当改定額 支給割合
１期４年間の支給総額

（給料＋期末手当＋退職手当）
（現支給総額との比較）

備考

１，３２０，０００円 ３７，３８２，４００円 １，９８２，４００円
　１２６，７７２，８００円
（＋　６，７２２，８００円）

１，３００，０００円 ３６，８１６，０００円 １，４１６，０００円
　１２４，８５２，０００円
（＋　４，８０２，０００円）

１，０３０，０００円 ２０，２７０，４００円 ９８４，０００円
　　９０，０２２，０００円
　（＋４，３７０，０００円）

１，０２０，０００円 ２０，０７３，６００円 ７８７，２００円
　　８９，１４８，０００円
　（＋３，４９６，０００円）

　※現行の支給割合は、改定のあった平成27年当時の人口・財政規模類似団体の退職手当の平均額と均衡を図るよう金額を見直すこととし、そこから逆算して支給割合を決定したもの。

知事

副知事

副知事

知事
５６．８％

(△２．２％)

３９．４％
(△１．６％)

５９％

４１％



地域手当について

１　地域手当とは

２　「給与制度のアップデート」について

※令和６年人事院「本年の給与勧告のポイント」より

・滋賀県は、茨城県、栃木県、奈良県等と同じ４％の支給割合となりまし
た。（下表参照）

・給料表の水準が平成１８年に引き下げられた際に、地域の民間企業との
差が生じるため、その差を埋めるために支給することとなったものです。

・国では、市町村を単位として支給割合が定められていますが、本県は、
現在、一般職に県内一律で６％の地域手当を支給しています。

・若年層給与水準の競争力向上や地域の民間給与水準反映等、現下の人事
管理上の重点課題に対応し、時代の要請に即した給与制度に転換するた
め、令和７年４月から、「給与制度のアップデート」を実施することが、
今年度の人事院勧告および人事委員会勧告で出されました。

・その中で、地域手当については、支給地域の単位の広域化および級地区
分の見直しが行われることとなり、都道府県を単位の基本として中核的な
市(都道府県庁所在地及び人口20万人以上の市)については当該地域の民間
賃金を反映するよう見直されました。



一般職の退職手当の見直し

１　退職手当の計算方法

２　退職手当の見直し

※内閣官房「国家公務員退職手当法等の改正について」平成２９年における改正概要より

・平成２７年度以降では、平成２８年度に実施された調査の結果、平均
７８．１万円公務が民間を上回ったことから、退職手当の支給水準を引き
下げることとされ、滋賀県も国に準じて同内容の改正（調整率を87/100か
ら83.7/100に引下げ）を行いました。

・一般職の退職手当については、以下の方法で計算します。退職手当制度
は全国的なものであり、都道府県による違いはほとんどありません。

　退職手当 ＝ 基本額＋調整額
　　基本額：退職時の給料月額×在職期間・退職理由別支給割合×調整率
　　調整額：役職に応じた定額

・国家公務員の退職給付（退職手当および共済年金給付（使用者拠出
分））については、官民比較に基づき、おおむね５年ごとに退職手当支給
水準の見直しを行うことを通じて官民均衡を確保しています。

・この調査は人事院が実施しており、全国の民間企業を対象として行われ
るものであるため、都道府県や市町村等の地方公務員の退職手当について
も、国家公務員の改定に準じて同内容で改定されています。

・最新の調査は令和３年度に実施されましたが、官民に大きな格差はな
く、改正はありませんでした。


